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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部の先端に固体撮像素子と回路基板とが内蔵されて、上記挿入部内に挿通配置され
た信号ケーブルの先端から引き出された複数の信号線が、上記回路基板に設けられた複数
の接続端子に接続された電子内視鏡の先端部において、
　上記回路基板の上記接続端子部分が、一個又は二個の接続端子部分毎に位置が立体的に
変位するように、上記信号ケーブルの先端に近づく方向に向かって次第に下った階段状に
形成され、
　上記階段状に形成された複数の接続端子部分の組が１８０°対称に二組設けられて、そ
の部分の側面に電子部品が取り付けられていることを特徴とする電子内視鏡の先端部。
【請求項２】
　上記複数の接続端子部分のうち相対的に側方に位置する接続端子どうしの間に溝が形成
されている請求項１記載の電子内視鏡の先端部。
【請求項３】
　上記複数の接続端子部分のうち相対的に側方に位置する接続端子どうしの間に段差が形
成されている請求項１記載の電子内視鏡の先端部。
【請求項４】
　上記階段状に形成された複数の接続端子部分の組が放射状に複数組設けられている請求
項１記載の電子内視鏡の先端部。
【請求項５】
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　上記回路基板がフレキシブル基板であって、上記接続端子部分が上記フレキシブル基板
を折り曲げて形成されている請求項１ないし４のいずれかの項に記載の電子内視鏡の先端
部。
【請求項６】
　上記回路基板の上記接続端子部分の裏面部分に電子部品が配置されている請求項５記載
の電子内視鏡の先端部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は電子内視鏡の先端部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　挿入部の先端に固体撮像素子を内蔵する電子内視鏡においては、固体撮像素子の駆動回
路等を構成する電子部品が取り付けられた回路基板が固体撮像素子の後側に隣接して配置
され、挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き出された複数の信号線が、
回路基板に設けられた複数の接続端子に接続されている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－１９９８６３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述のような従来の電子内視鏡においては、平板状に形成された回路基板の後端部分に
多数の接続端子部分が横一列に並んで形成されて、信号ケーブルの先端から引き出された
複数の信号線が各接続端子に半田付け等により個別に接続固着されている。
【０００４】
　そのため、信号線を接続端子に半田付けする際には、溶融した半田がその隣の接続端子
の方に流れてうっかりしていると接続端子間を導通させてしまうので、半田付け作業には
高度な技能と熟練が必要とされる。
【０００５】
　そして、技術の進歩により固体撮像素子が小型化されるのに伴って回路基板が小型化さ
れると、回路基板の接続端子への信号線の半田付け作業において隣の接続端子とのリーク
を避けるのが一層難しくなっていた。
【０００６】
　そこで本発明は、信号ケーブルの信号線を回路基板の接続端子に半田付け等により接続
する際に、溶融した半田が隣の接続端子に流れ出し難くて、信号線の接続作業を容易に行
うことができる電子内視鏡の先端部を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の電子内視鏡の先端部は、挿入部の先端に固体撮像
素子と回路基板とが内蔵されて、挿入部内に挿通配置された信号ケーブルの先端から引き
出された複数の信号線が、回路基板に設けられた複数の接続端子に接続された電子内視鏡
の先端部において、回路基板の接続端子部分が、一個又は二個の接続端子部分毎に位置を
立体的に変位させた形状に形成されているものである。
【０００８】
　なお、回路基板の接続端子部分が、信号ケーブルの先端に近づく方向に向かって次第に
下った階段状に形成されていてもよく、その場合、階段状に形成された複数の接続端子部
分の組が１８０°対称に二組設けられていてもよい。
【０００９】
　そして、回路基板の階段状に形成された部分の側面に電子部品が取り付けられていても
よく、複数の接続端子部分のうち相対的に側方に位置する接続端子どうしの間に溝が形成
されていてもよい。
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【００１０】
　また、複数の接続端子部分のうち相対的に側方に位置する接続端子どうしの間に段差が
形成されていてもよく、或いは、階段状に形成された複数の接続端子部分の組が放射状に
複数組設けられていてもよい。
【００１１】
　また、回路基板の接続端子部分が信号線の向きに対して側方に変位する階段状に形成さ
れていてもよく、その場合、階段状に形成された複数の接続端子部分の組が左右対称及び
表裏対称に四組設けられていてよい。
【００１２】
　そして、回路基板の階段状に形成された部分の頂上面に電子部品が取り付けられていて
もよく、その階段状に形成された回路基板の裏面部分に電子部品が配置されていてもよい
。また、回路基板の接続端子部分が、一個の接続端子部分毎に変位する凸凹状に形成され
ていてもよい。
【００１３】
　また、回路基板がフレキシブル基板であって、接続端子部分がフレキシブル基板を折り
曲げて形成されていてもよく、その場合に、回路基板の接続端子部分の裏面部分に電子部
品が配置されていてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、回路基板の接続端子部分が、一個又は二個の接続端子部分毎に位置を
立体的に変位させた形状に形成されているので、信号ケーブルの信号線を回路基板の接続
端子に半田付け等により接続する際に、溶融した半田が隣の接続端子に流れ出し難くて、
信号線の接続作業を容易に行うことができ、固体撮像素子の小型化とそれに伴う回路基板
の小型化にも対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　挿入部の先端に固体撮像素子と回路基板とが内蔵されて、挿入部内に挿通配置された信
号ケーブルの先端から引き出された複数の信号線が、回路基板に設けられた複数の接続端
子に接続された電子内視鏡の先端部において、回路基板の接続端子部分が、信号ケーブル
の先端に近づく方向に向かって次第に下った階段状に形成されて接続端子部分毎に位置を
立体的に変位させた形状に形成され、そのような階段状に形成された複数の接続端子部分
の組が１８０°対称に二組設けられている。
【実施例】
【００１６】
　図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図１は、固体撮像素子５を内蔵する電子内視鏡の挿入部の先端部分を示しており、図示
されていない挿入部可撓管の先端部分に形成された湾曲部１は、挿入部可撓管の基端側に
設けられた操作部からの遠隔操作によって任意の方向に任意の角度だけ屈曲する。
【００１７】
　湾曲部１の先端に連結された先端部本体２の先端面には観察窓３等が配置されていて、
観察窓３の奥に内蔵された対物光学系４による被写体の投影位置に、例えばＣＣＤ（電荷
結合素子）からなる固体撮像素子５の撮像面６が配置されている。
【００１８】
　対物光学系４と固体撮像素子５を保持する撮像ユニット枠７内には、固体撮像素子５の
駆動回路等を構成する例えばコンデンサやＩＣチップ等の電子部品９が取り付けられた回
路基板８が、固体撮像素子５の直ぐ後側に隣接して固体撮像素子５に対して固定的に配置
されている。回路基板８は例えばセラミックスからなるブロック体により形成されている
。
【００１９】
　１１は、挿入部内に全長にわたって挿通配置された信号ケーブルであり、その先端から
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引き出された複数の信号線１２が、回路基板８に設けられた複数の接続端子（接続端子部
分１０）に半田付けＡによって各々固着接続されている。１３は、固体撮像素子５側から
回路基板８に接続されたリードである。
【００２０】
　そのような回路基板８部分を斜め後方から見た状態を図示する図２にも示されるように
、この実施例の回路基板８の接続端子部分１０は、後方に位置する信号ケーブル１１の先
端に近づく方向に向かって次第に下った階段状に形成されていて、その各段に接続端子が
左右に一対並んで配置されている。
【００２１】
　そして、そのような階段状に形成された複数の接続端子部分１０の組が、上下に１８０
°対称に二組設けられ、その回路基板８の階段状に形成された部分の側面に電子部品９が
取り付けられている。
【００２２】
　このような構成により、各接続端子部分１０において信号線１２を接続端子に半田付け
接続する作業の際には、接続端子部分１０が階段状に形成されていることにより、溶融し
た余分な半田が前後方向に流れ出し難いので、同じ接続端子部分１０に隣り合わせに並ん
でいる接続端子の方に半田が流れ出さないようにだけ注意すればよい。
【００２３】
　図３は、本発明の第２の実施例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、上述の第１の実施例の電子内視鏡の先端部と比較して、階段状に形成されている接続端
子部分１０の同じ高さの段の左右方向に隣り合って位置する二つの接続端子の間に溝１５
を形成したものである。
【００２４】
　このように構成することにより、前後方向だけでなく左右方向にも、各接続端子どうし
が一個単位で独立した面上に配置された状態になり、信号線１２を半田付け接続する作業
の際に、溶融した余分な半田が他の接続端子に達し難い。
【００２５】
　図４は、本発明の第３の実施例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、第１の実施例と同様に前後方向に階段状に形成された接続端子部分１０の各段の左側半
部と右側半部との間に段差を形成したものである。
【００２６】
　また、図５は、本発明の第４の実施例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示し
ており、階段状に形成されてその各段に接続端子が一個だけ設けられた接続端子部分１０
の組を、例えば９０°間隔で放射状に四組設けたものである。ただし、１２０°間隔に三
組或いはその他の配置にしても差し支えない。
【００２７】
　このように構成された第３及び第４の実施例においても、前後方向だけでなく左右方向
にも各接続端子どうしが一個単位で独立した面上に配置された状態になり、信号線１２を
半田付け接続する作業の際に、溶融した余分な半田が他の接続端子に達し難い。
【００２８】
　図６は、本発明の第１の参考例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、回路基板８の接続端子部分１０を、左右方向（即ち、信号線１２の向きに対して側方）
に変位する階段状に形成したものである。
【００２９】
　この参考例においては、階段状に形成された複数の接続端子部分１０の組が、左右対称
及び表裏対称に四組設けられ、階段状に形成された部分の頂上面に電子部品９が取り付け
られている。
【００３０】
　このように構成することによっても、各接続端子どうしが一個単位で独立した面上に配
置された状態になり、信号線１２を半田付け接続する作業の際に、溶融した余分な半田が
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他の接続端子に達し難い。
【００３１】
　図７は、本発明の第２の参考例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、上述の第１の参考例の回路基板８の、左右対称及び表裏対称に四組設けられた接続端子
部分１０で囲まれた部分を中空に形成して、その部分（即ち、階段状に形成された回路基
板８の裏面部分）に電子部品９を配置したものである。このように構成することにより、
スペースを有効に利用して小型化することができる。
【００３２】
　図８は、本発明の第３の参考例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、回路基板８に左右方向に並んで形成された接続端子部分１０を、一個の接続端子部分１
０毎に変位する凸凹状に形成したものである。
【００３３】
　このように構成された第２及び第３の参考例においても、各接続端子どうしが一個単位
で独立した面上に配置された状態になり、信号線１２を半田付け接続する作業の際に、溶
融した余分な半田が他の接続端子に達し難い。
【００３４】
　図９は、本発明の第４の参考例の回路基板８部分を斜め後方から見た状態を示しており
、回路基板８を可撓性のある板状のフレキシブル基板により形成して、そのフレキシブル
基板を折り曲げて接続端子部分１０を形成したものである。
【００３５】
　このように構成することにより回路基板８の製造が容易であり、また、接続端子部分１
０の裏面部分に電子部品９を配置することで、スペースを有効利用して小型化することが
できる。
【００３６】
　なお、この参考例においては、回路基板８が第１の実施例と同様に階段状に形成されて
いるが、他の実施例の形状の回路基板８をフレキシブル基板により形成してもよい。
　また、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば、回路基板８の接続端子
部分１０が全て立体的に変位した形状に形成されているものだけでなく、接続端子部分１
０の一部分が立体的に変位した形状に形成されたものも含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施例の電子内視鏡の挿入部先端の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図４】本発明の第３の実施例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図５】本発明の第４の実施例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図６】本発明の第１の参考例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図７】本発明の第２の参考例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図８】本発明の第３の参考例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【図９】本発明の第４の参考例の回路基板部分を斜め後方から見た状態の斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　２　先端部本体
　４　対物光学系
　５　固体撮像素子
　８　回路基板
　９　電子部品
　１０　接続端子部分
　１１　信号ケーブル
　１２　信号線
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　Ａ　半田付け
　１５　溝

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够容易地进行信号线的连接工作的电子设
备，因为当信号电缆的信号线通过焊接等连接到电路板的连接端子时，
熔融焊料几乎不流出到相邻的连接端子提供内窥镜的末端。 解决方案：
在电子内窥镜中，其中从信号电缆11的尖端引出的多条信号线12连接到
电路板8的连接端子部分10，电路板8与插入部分的尖端处的固态成像装
置5一起内置电路板8的连接端子部分10形成为在尖端部分处的每一个或
两个连接端子部分10在位置上三维移位的形状。 点域1
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